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2026 年度事業計画書 

自 2026 年 4月 1 日 

至  2027 年 3月 31 日 

 

Ⅰ. 概 要 

一般社団法人日本時計協会は非営利性が徹底された法人、及び共益を目的とした法人と

しての 2026 年度活動を実施し、事業委員会を中心に公益性・共益性の高い事業を行うと共

に、若年層を対象に時計の魅力を広く告知・啓蒙する活動を更に推進する。 

 

公益事業として、調査広報関連事業では時計産業に関わる協会統計を纏めホームページ

などを用いて広報活動を行う。消費者関連事業では事業者や消費者の関心が高まっている

課題に取り組み、時計をより安全で快適に使用する情報を提供する。技術標準化関連事業

では時計の ISO 及び JIS の規格策定、改定を中心とした活動を行う。環境関連事業では時

計の環境課題について情報収集と対応に取り組む。交流事業では、時計商工業会の国際会

議への参加をはじめとして関係各国との意見交換と国際協調を促進する。次世代育成関連

事業では技能五輪全国大会での時計修理職種の運営、選手への教育や産学共同事業など時

計技能者育成に取り組む。また東日本大震災被災地復興支援をはじめとする時計組立教室

を通じて、時計の魅力向上と社会貢献に継続して取り組む。 

 

共益事業として、通商関連事業では FTA/EPA 等の通商懸案の進展状況を把握し、適宜、

関係機関への提案と情報提供を行う。知的財産権関連事業では日本時計産業の知的財産権

保護に向けて積極的に活動する。 

 

以上を踏まえ、当協会は、2026 年度の事業活動を以下の通り実施する。 
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Ⅱ. 事業計画（公益事業） 

１．調査広報関連事業（調査広報委員会）  

(1) 日本の時計産業統計－2025 年｣（協会統計と政府統計のまとめ）を発行し公表する。 

(2) 内外政府機関の統計情報や各種公表資料を収集して分析し、「2025 年 ウオッチおよび

クロックの世界生産（推定値）」を作成し公表する。 

(3) 協会統計をもとに、｢2026 年日本の時計産業の動向｣を公表する。 

(4) 政府統計、協会統計をもとに｢2026 年日本の時計市場規模（推定）｣を作成し公表する。 

(5) ｢2025 年日本の時計産業の概況｣（和文・英文）を作成し公表する。 

(6) 協会ホームページの見直し、検討を通じ、その充実を図ることにより、時計の魅力や時

計業界の情報をより広く告知・啓蒙する。 

 

２．消費者関連事業（消費者委員会）  

(1) 製品保証及び安全に関する情報収集とそれらの理解・共有を行う。 

(2) 会員各社の共通課題/緊急課題について検討する。 

(3) 取扱説明書等の警告、注意表示に関し調査研究を行う。 

(4) 協会ホームページをユーザーがより活用しやすくする検討・改善をする。 

(5) 会員各社に寄せられる意見や情報などを収集し、共有する。 

 

３．技術標準化関連事業（技術標準化委員会）  

(1) ISO/TC114（時計専門委員会）国際規格 

改正作業を進めている「防水ウオッチ」、「ウオッチ用電池」、「貴金属被覆」、「ウオッチ

用ガラス」、「クロック」の各審議課題に対し積極的に日本提案を行い、日本に利益のあ

る国際規格化を目指して活動する。また、2026 年度に定期見直し予定の時計関係国際

規格に対して、規格見直し検討を行い適宜見直し提案を行う。また TC114 において提

起されている、委員会全体の構造変更提案についても検討し対処する。 

(2) ISO/TC114（時計専門委員会）国際会議 

ISO/TC114 の方針に基づき、規格開発及び規格課題審議での Web 会議等、会議開催要請

に適宜対応する。また、2027 年 5 月開催予定の ISO/TC114 国際会議（モンゴル・ウラ

ンバートル）への参加に向け、準備を進める。 

(3) 時計関係日本産業規格（JIS） 

2026 年度に定期見直し予定の時計関係日本産業規格（JIS）に対して、関係団体からの

意見も反映して適宜規格見直しを行う。 

(4) 調査研究 

「時計用語-商業技術定義」、「携帯時計用裏ぶたパッキン」、「携帯時計用無機及びサフ

ァイアガラス」、「携帯時計用りゅうずと巻真パイプ」についての調査研究を行う。 

(5) 諸外国での規制や技術関連課題 

関係団体及び会員各社より情報を収集・交換し、課題発生時に適宜対応する。 

 

 



3 
 

(6) 協会ホームページの充実 

閲覧者がより技術情報を活用しやすくできるよう、協会ホームページの見直し・改善

を行い、充実させる。 

(7) WPT（空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム） 

長波電波時計への影響を極力最小化した上で、関連法令に反映させる。 

 

４．環境関連事業（環境委員会） 

(1) 国内外の環境法規制動向及び関連事項について、資料の収集、情報交換を行い、必要

に応じ、対応策の検討･提言を行う。 

(2) 時計業界の環境対応の改善に資する国内の先進的な環境活動について、調査･研究を

行う。 

(3) グリーン購入法特定調達物品調査のため、対象製品の実態に関し、関係官庁の要請に

基づき調査を実施する。 

(4) 時計用プラスチックの材質表示と選定、及び容器包装識別と材質表示に関する調査研

究を行う。 

(5) 公益財団法人 日本環境協会のエコマークゾーンにエコマーク時計の説明と時計の展

示を継続し、時計業界の環境活動及びエコマーク製品に関する啓発活動を行う。 

 

５．交流事業               

(1) 「Hong Kong International Watch Forum」（2026 年 9 月香港開催）に参加し、主要時

計商工業団体と通商・統計の課題につき意見交換を行う。 

(2) 「第 24 回アジア時計商工業促進検討会」(2026 年 8 月香港開催)に参加し、意見交換

を通じ各国の相互理解と国際協調を促進する。 

(3) グローバルミーティング等に参加し、主要時計商工業団体と通商・環境・統計等の課

題について情報交換を行う。 

 

６．次世代育成関連事業（次世代育成推進委員会）  

(1) 技能五輪「時計修理職種」開催における各種活動を行い、次世代の時計技能者育成・

技能尊重気運の醸成を図る。 

(2) 時計関連企業及び学校への技術情報の提供・交流、各種技能支援を行い、技能者の育

成、時計産業の発展・連携を深める。 

(3) 東日本大震災被災地において時計組立教室を開催し、復興支援をすると共に、ものづ

くりの重要性・楽しさを伝える活動を行う。 

(4) 時計組立教室を開催し、時計の魅力を一般消費者、特に若年層に向けて広く告知・啓

蒙する活動を行う。 
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Ⅲ. 事業計画（共益事業） 

１．通商関連事業（通商委員会）  

(1) 「各国・地域の貿易・投資上の問題点と改善要望」（日本機械輸出組合）に関するアン

ケート調査に対して、通商上、その他投資上の問題点に対し改善要望事項をとりまと

め、提案する。 

(2) 経済産業省との連携を密にして、各国・地域との通商懸案、EPA/FTAや CPTTP/RCEP/IPEF

等の状況を把握しながら適切な対応を検討する。特に、米国における輸入関税算定制

度と原産地表示制度については、関係省庁や関連団体との連携をとりながら、改善に

向けた働きかけを継続する。 

(3) スマートウオッチにおける関税分類基準については、HS委員会等の動きを注視しつつ、

引き続き関係省庁から情報を収集、共有する。 

(4) WTO 統一原産地規則委員会の調和作業会の進展状況を把握し、時計完成品の原産地 

認定基準の日本案採択に向け、関係官庁を通じて促進活動を行う。  

(5) 主要国の時計産業に関する情報を収集し、会員各社に提供する。 

 

２．知的財産権関連事業（知的財産権委員会） 

(1) 知的財産権保護、模倣対策について中国時計協会と情報・意見交換を行う。 

(2) 官民連携団体の「国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）」のインターネットプロジェ

クトに会員企業がメンバーとして参加し、参加団体、参加企業との間で行う活動を通

して得られる模倣品対策の情報と知的財産権保護推進の情報を会員間で共有する。 

(3) （一社）全日本文具協会、（一社）日本玩具協会との知的財産権３団体交流会を通して

情報、意見交換を行い、知的財産権保護活動に役立てる。 

(4) 「各国・地域の貿易・投資上の問題点と改善要望」（日本機械輸出組合）に関し、継続

して知的財産権問題の改善要望事項を取りまとめて提案する。 

(5) 特許庁と意見交換会を持ち、模倣品に関する問題報告と要望の提出を行う。 

(6) 会員各社の模倣対策事例を収集し、有効に活用するとともに、会員による模倣対策活

動について会員間で情報を共有する。 

(7) 反模倣品啓蒙活動として、協会ホームページの充実、外部団体との協賛、展示会への

出品等の啓蒙活動を実施する。 

 

３．関連機関提携事業  

(1) 国内関連団体との情報・意見交換を通じ、各事業へ所要の参画と協力を行う。 

(2) 新年賀詞交歓会を開催し、国内流通諸団体等との相互交流を図る。 

 

 

 

 

 

 


